
 

■ 「VBA PRO ADO 給与計算・年末調整」システムをご利用のユーザー様へ ■ 
 

■ 令和８年４月分（５月納付分）からの子ども・子育て支援金について 

 

☆令和８年４月（５月納付分）からの子ども・子育て支援金について 

 

子ども・子育て支援金は令和 8 年４月（５月納付分）から標準報酬月額や標準賞与額の０.２３％（従業員負担分

は０.１１５％）の徴収が開始されます。子ども・子育て支援金は健康保険料と同時に徴収されます。 

 

 

 

 

≪ご注意≫ 

子ども・子育て支援金は、給与明

細書や賞与明細書の社会保険料控

除欄に明示することは規定されて

いませんが、給与計算システムでは

健康保険料や介護保険料とは別に

表示することにしています。 

 

給与明細書や賞与明細書の社会保

険料控除欄に明示しない場合は、健

康保険料・介護保険料の率に従業員

負担分の率を加算して計算してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

「編集」メニューから「従業員と社

会保険料」を選択します。 

 

「社会保険料の算定基礎届」タブの

「計算実行」ボタンをクリックして

「標準報酬月額」から健康保険の個

人負担分」「介護保険分」と「子ど

も・子育て支援金」を計算します。 

 

この計算例では「標準報酬月額」の

260,000 円から「子ども・子育て支

援金」は 299 円になります。 

 

  

確認 

クリック 

計算 



 

給与明細書の入力フォームで「健康保険」ボタンをクリックすると「健康保険料」と「介護保険料」および「子ど

も・子育て支援金」の金額が入力されます。 

 

 
 

 

表示と印刷用の給与明細書に「健康保険料」と「介護保険料」および「子ども・子育て支援金」の金額が計算され

ています。 

 

 
 

 

  

 



 

■ 令和８年 3 月分（4 月納付分）からの健康保険料について 

 

☆令和８年３月（４月納付分）からの健康保険料について 

 

令和８年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年４月分（４月納付分）からの適用となります。 

都道府県別の保険料率は全国健康保険協会（協会けんぽ）のサイトでご確認ください。 

都道府県別の保険料率は、４月分の保険料（一般の被保険者については 4 月納付分）からとなります。 

 

令和 8 年度保険料額表（令和 8 年 3 月分から） | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 

または 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/ 

 

この例では東京都の計算をしています。お手数ですが全額から折半額の計算をお願いします。 

全国健康保険協会（協会けんぽ）のサイトからお住まいの都道府県の健康保険の保険料率を確認してください。 

 

健康保険料率 介護保険なし 全額  9.85 % 折半額 4.925 % 

健康保険料率 介護保険あり 全額 11.47 % 折半額 5.735 % 

 

※ 介護保険第 2 号被保険者で、40 歳から 64 歳までの方は健康保険料率に介護保険料率が加わります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

☆平成 29 年 9 月分（10 月納付分）からの厚生年金保険料について 

 

厚生年金保険の保険料率は、平成 29 年 9 月分（10 月納付分）から引き上げられて 18.3％で固定されています。 

この厚生年金保険の保険料率は、9 月分（10 月納付分）から厚生年金保険料を計算する際の基礎となります。 

 

厚生年金保険料 一般   全額 18.300 折半額 9.150 

 

  

4.925% 5.735 % 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/


 

■ 健康保険料の改定によるシステムの修正手順について 

 

１ 「開始」メニューの「給与の支払者データ登録」を選択します。 

 

 
 

 

２ 「健康保険・厚生年金」タブに移動して保険料率を変更します。 

 

３ 「介護保険に該当しない」の保険料率を「0.049250」に変更して下さい。 

 

４ 「介護保険に該当する」の保険料率を「0.057350」に変更して下さい。 

 

 

※ 東京都の変更例ですのでご注意ください。お住いの都道府県により保険料率が違ってきます。 

 

 

 

この健康保険料率は東京都の料率

になります。 

お住いの都道府県ごとの健康保険

料率は下記の全国保険協会（協会け

んぽ）のサイトで調べることができ

ます。 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g

7/cat330/sb3150/ 

または 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g

7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuh

you3gatukara/ 

 

 

 

  

変更 

クリック 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/


 

５ 「編集」メニューから「従業員・社会保険」をクリックします。 

 

 
 

 

６ 「計算実行」ボタンをクリックしての個人負担分と介護保険分の健康保険料を計算します。 

 

 

 

 

≪ご注意≫ 

「健康保険料」を「個人負担分」と

「介護保険料」の合計金額で表示す

るには、「開始」メニューの「給与の

支払者データ登録」から「給与・賞

与計算の設定」タブの「給与明細書

に介護保険料を表示する」にチェッ

クを外してください。 

 

 

≪ご注意≫ 

標準報酬月額を入力していないと、健康保険料と厚生年金保険料の再計算はされません。 

 

「計算実行」ボタンから役員と従業員の方の健康保険料を変更した場合は、 

「令和８年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で確認して下さい。 

  

クリック 

クリック 

計算 



 

■ 令和８年４月分からの雇用保険料について 

 

☆令和８年４月分からの雇用保険料率の労働者負担分について 

 

令和 08 年度の雇用保険料率は前年度から 0.1％引き下げる改正があります。 

この改正により一般の事業の雇用保険料率は全体で令和 07 年度の 1.45％から令和 08 年度は 1.35％になります。 

よって労働者負担分は 0.05％、事業主負担分も 0.05％それぞれ引き下げられることになります。 

 

令和８年４月から令和９年３月までの雇用保険料率の労働者負担分については変更があります。 

 

厚生労働省の「雇用保険料率について」のサイトです。 

雇用保険料率について ｜厚生労働省 

または 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html 

 

厚生労働省の「令和 08 年度の雇用保険料率について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf 

 

 

令和８年４月 1 日から令和９年３月３１日までの雇用保険料率は以下のとおりになります。 

 

一般の事業       雇用保険料率 13.5/1000 労働者負担 5.0/1000 事業主負担   8.5/1000 

 

農林水産・清酒製造事業 雇用保険料率 15.5/1000 労働者負担 6.0/1000 事業主負担   9.5/1000 

 

建設の事業       雇用保険料率 16.5/1000 労働者負担 6.0/1000 事業主負担  10.5/1000 

 

 

≪参考≫ 令和 08 年度の雇用保険料率 

 
 

※ 厚生労働省ホームページの「雇用保険料率について」より 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf


 

■ 令和８年４月分からの雇用保険料のシステムの確認手順について 

 

１「開始」メニューの「給与の支払者データ登録」を選択します。 

 

２「雇用保険料率」タブに移動して雇用保険料率を確認します。 

 「一般の事業」と「農林・水産・清酒業 土木・建設業」のチェックが間違っていないかを確認してください。 

 

３「一般の事業」の雇用保険料率は「0.005000」 

 「農林・水産・清酒業」の雇用保険料率は「0.006000」 

 「土木・建設業」の雇用保険料率は「0.006000」になります。 

 

 

 
 

 

≪ご注意≫ 

給与明細書の「雇用保険料」ボタンをクリックしないと、雇用保険料の計算はされません。 

 

「給与明細書」の雇用保険料を再計算する場合に、「雇用保険料」ボタンを利用すると雇用保険料率で再計算されま

すので注意してください。 

 

確認 


